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コークス石炭投入機

された回収砂を主体にして一定量の新砂・粘*.';材(ボ γ ド) ・ 炭 延納の取扱いを受ける荷i芸人は，国鉄において承認、した石炭

粉が術給されて混線され，造型機に送られる。 鉱業再および石炭販売業者とし， 通運取扱いにより託送するも

5 中子成形機 のは秘めない。

中子成形は， CO， 方式によるもので，中干砂に水ガラスを混 (6) 担 保

合して造型し，その中に炭酸ガス、を吹き込んで|古lめる迅速成形 国鉄の認める有価証券または銀行の連帯保証書。

法である。この成形機は三つのス テーがヨンよりなり，鋳型ポ (7) 延納の取扱智lの限度

ツクスの副l立て，解体^テ シ ョン ・中子砂吹込みステ ーショ 延納の取扱l\l'Ht ，担保{il日絡または述帯保証書の限度額。

ンおよび炭酸ガ兄 l火込みステーシ ョンからな っ ている 円形テ ー (8) 債権の性 rtの変更

プル式の (j 動造型機である。(白川fh治) 延納飢は， IIJ年 3 ・ 3 1 現在において， 臼動的に消費貸借によ

せきたんうんちんえんの う せいど 石炭運賃延納制度 る国鉄の金銭的権に切り換わる。

国鉄では，昭和 36 . 4 運賃改訂を行なったが， 当時，石炭鉱業 (9) 延納徹の徴収

については，政府および来一界において合理化対策が進められ 金銭依権となった延納額は，昭和 39 年度から昭和 41 年度ま

ているやさきであ ったので，運賃値上げによる石炭業界の負担 でにおいて，年度ごとに 12 箇月の均等月賦により徴収する。

培約川円を軽減するため，巡飢(( 1二げ飢のまに相当する金 月賦納入J~旧は，毎月末日とする。
額の延納惜障が，別紙のとおり |州議決定された。 2 その後の経過

この附議決定に1，~づき ， [司鉄では石炭運賃延納規則(JI({和 36 ・ (1) 延納微に対する利息について(昭和 36 ・ 10 ・ 4 から実施)

6 公不第 318 号)を ~I判定し，対処することとした。 この規JlIJf主， 延納在日に対する利息については， これを付さないよう閣議了

石炭運賃の支払時JUJにおいて， 一般運賃に対し後払を認めてい 解がなされた。

ると 向傑に，延納という一つの例外をなすものを，鉄道の運送 (2) 無煙粉炭に対する延納の取扱いについて(昭和 36 ・ 10 ・ 4

条件のーっとして鉄道館業法の規定により公示したものであ り， から実施)

その内容は延納の性質上これに伴 う 諸種の条件を定めたもので 無煙粉炭についても，閃係各省、の了解事項と して延納の取扱

あるといえる。 いをすることとした。

延納制度の概要およびその後の経過は，次のとおりである。 (3) 担保条件の緩和 (昭和 36 ・ 12 ・ 2 1 から実施)

1 延納制度の慨要(昭和 36 ・ 7 ・ 1 から実施) 延納在日に対する担保の緩和および通算~tIJの採用に関し閣議決

(1) 延納のl長級いの適用範囲 定があったので，これに基づき次のような損保の軽減借置をと

国鉄線内のみにおいて運送する石炭であ っ て， 山元より 施後 っ た。

発送する石炭に限る。 7 大手炭鉱(17 社)に対しては，このうち 1 社に対し ， 他の

(2 ) 石炭の種類 全部 ( 16 社)の連帯保証書。

貨物等級衰の品目 11 号 L0 1 01 1 の石炭に Jq~ る 。 イ 大手炭鉱の系列下にある炭鉱業者(通産省指定)に対して

(3) 延納の取扱期間 は， 大手炭鉱業者全部の連帯保証書。

延納の取扱いをする JVJ聞は，昭和 39 ・ 3 ・ 311拠りと する。 ウ アおよびイ以外の炭鉱業者に対しては，石炭鉱業合理化

(4) 延納額 臨時椛置法の改正により，石炭鉱業合理化事業団の運賃保証が

延納を認める運賃額は 1 口ごとに計算した述貨の 6.5 % と できるまでの暫定借置として，個人の連帯保証書(臨時措置法

する。 の改正により，昭和 37 ・8・ 6 から事業団の保証に切り換わっ

(5) 荷送人 た)。
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